
環境影響評価に関する条例（淡路北部風力発電事業（仮称）の手続の流れ）

事 業 者 県 市町・住民等

NEDOﾏﾆｭｱﾙによる
概要書相当手続の実施

調 査 等 の 実 施

の 作 成準 備 書

H20.3.19
送 付 許認可権者

公告・縦覧(30 ) 県民日間
H20.4.8～5.7準

関係市町長
備

環境影響評価審査会
45日書

180日への諮問(5月9日)
H20.4.23

及
説 明 会 の 開 催 関係市町内

H20.5.22)び 期限(
説明会の概要報告 住民意見書

評
関係市町長

価
30日 公 開催の公告 県民

書 聴 開催 関係市町長(6月29日)

30日 会 記録書の作成
の

見解書作成 関係市町長
作

H20.8.1
審査・勘案 関係市町長意見

成
H20.8.13

環境影響評価審査会
等

(9月26日)からの答申

準備書記載事項の検討 審査意見書作成 関係市町長
H20.9.29

配 慮 の 要 請 許認可権者
の 作 成評 価 書

県民H21.1.9 公告・縦覧(15 )日間
関係市町長

H21.2.3～2.17

工 事 着 手 の 届 出 通 知 関係市町長
事
業 環境保全措置の実施 関係市町長

審査
実 事後監視調査の実施

必要な措置を講ずる
施

環境保全措置の実施 ことを求める
段
階

工 事 の 完 了 届 通 知 関係市町長


